
◆中小企業等におけるテレワークの導入支援
◆働き方改革推進支援事業
◆母性健康管理措置による休暇取得支援事業

広島働き方改革推進支援センター

特定社会保険労務士 佐々木 亮
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働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）

対象となる中小企業事業主

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取
り組む中小企業事業主を支援

１
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１ 働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）

支給対象となる取組

テレワークの導入・実施に関して、以下の取組をいずれか１つ以上実施す
る事が必要。取組に要した費用が助成されます。
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働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）

支給額 対象となる取組の実施に要した費用のうち、下の「対象経費」に該
当するものについて、成果目標の達成状況に応じて助成されます。

１
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働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）

成果目標 本助成金の「支給対象となる取組」を実施するにあたっては、以下
の「成果目標」をすべて達成することを目指してください。

１

「評価期間」・・・事業実施期間（交付決定の日から令和３年２月１５日まで）中の、１か月か
ら６か月の期間で設定する「評価期間※」で判断します。

※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。

ご利用の流れ
①「交付申請書」の提出（令和2年12月1日締切）
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
③支給申請（令和3年3月1日締切）

お問い合わせ先：テレワーク相談センター
https://www.tw-sodan.jp/
電話：０１２０－９１－６４７９（受付時間：平日9:00 ～17:00 ）
〒101-0062  東京都千代田区神田駿河台１-８-11東京ＹＷＣＡ会館３階
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趣旨・目的

「働き方改革」に関連する様々なご相談に対応するため、
特に中小企業・小規模事業所の事業主の皆さまに対して、
労務管理等の専門家による相談やセミナーの開催などの
支援を目的として設置されています。 ＊47都道府県に設置

２
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支援活動の内容
●電話・メール・窓口による相談

●専門家派遣による個別訪問コンサルティング

●セミナーや出張相談会の実施

詳しい支援内容やセミナー等のスケジュールなどはホームページ・
Facebookを御覧ください。

https://public.lec-jp.com/hataraki-hiroshima/

https://www.facebook.com/hiroshimahatarakikata/

ホームページ：

FB：

２

広島働き方改革推進支援センター
〒730-0011 広島市中区基町11-13 合人社広島紙屋町アクネス4F
電話 ： 0120-610-494
メールアドレス： hiroshima-hatarakikata@lec-jp.com

https://public.lec-jp.com/hataraki-hiroshima/
https://public.lec-jp.com/hataraki-hiroshima/
https://www.facebook.com/hiroshimahatarakikata/


9

３ （母性健康管理措置による休暇取得支援助成金）

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

指導例

感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限（在宅勤務・休業）

妊娠中の女性労働者が、保健指導又は健康診査を受けた結果、その作業等における
新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は
胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業
主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなり
ません。
＊本措置の対象期間：令和2年5月7日～令和3年1月31日
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３ （母性健康管理措置による休暇取得支援助成金）

助成対象 ❶～❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。

☑令和２年５月７日から同年９月３０日までの間に
❶新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師
の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制
度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに
限る)を整備し、
❷ 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置
の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、

☑令和２年５月７日から令和３年１月３１日までの間に
❸ 当該休暇を合計して５日以上取得させた事業主

助成額 対象労働者１人当たり 有給休暇計５日以上20日未満：25万円
以降20日ごとに15万円加算（上限額：100万円）
＊1事業所当たり20人まで

＊申請期間：令和２年６月１５日から令和３年２月２８日まで
相談・申請窓口：広島労働局雇用環境・均等室 082-221-9247
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